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規
　
則

◯
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
三
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
流
通
経
済
課
）
…
…
…
…
２

◯
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
五
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
み
つ
ば
ち
転
飼
調
整
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
六
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
３

◯
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
七
・
秋
田
ス
ギ
振
興
課
）
…
３

◯
秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
観
光
課
）
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
九
・
資

源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
〇
・
港
湾
空
港
課
）
…
４

◯
秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
一
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
４

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
４

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・
教
育
庁
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
義
務
教
育
課
）
…
５

◯
秋
田
県
市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
の
基
準
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
・
義
務
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
高
校
教

育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
九
・
特
別
支
援
教
育
課
）
…
…
…
10

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
11

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
二
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
秋
田
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。第

十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
中
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
乱
橋
」

を
「
潟
上
市
昭
和
乱
橋
」
に
改
め
、
同
表
由
利
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
中
「
本
荘
市
出
戸
町

字
水
林
」
を
「
由
利
本
荘
市
水
林
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平

野
農
村
整
備
事
務
所
の
項
中
「
大
曲
市
日
の
出
町
一
丁
目
」
を
「
大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
一
丁
目
」

に
改
め
、
同
表
秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
協
和
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
中
「
仙
北
郡
協
和
町
船
岡
」

を
「
大
仙
市
協
和
船
岡
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
皆
瀬
・
板
戸
ダ
ム
管
理
事
務
所

の
項
中
「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
川
向
」
を
「
湯
沢
市
皆
瀬
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
秋
田
県
北
秋
田

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

秋
田
県
国
民
保
護

協
議
会

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保

護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
の
保

護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
重
要
事
項

の
審
議
等
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
国
民
の
保
護
に
関
す
る
計
画
に
関

す
る
事
項
の
審
議
に
関
す
る
事
務

総
　
務
　
部

総
合
防
災
課
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地
域
振
興
局
萩
形
・
森
吉
ダ
ム
管
理
事
務
所
森
吉
出
張
所
の
項
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋

田
市
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
七
第
四
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
、
合
川
町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町
及
び
上
小
阿
仁

村
」
を
「
北
秋
田
市
及
び
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
表
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
の
表
中
「
由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
」
を
「
由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
」
に
改
め

る
。第

三
十
二
条
の
表
秋
田
県
鷹
巣
阿
仁
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
北
秋
田
郡
の
う
ち
鷹
巣
町
、
合
川

町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町
及
び
上
小
阿
仁
村
」
を
「
北
秋
田
市
　
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
」
に
改
め
、

同
表
秋
田
県
秋
田
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
男
鹿
市
」
を
「
男
鹿
市
　
潟
上
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田

県
由
利
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
仙
北
福
祉
事

務
所
の
項
中
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
表
、
第
五
十
八
条
の
三
の
表
及
び
第
九
十
一
条
の
表
中
「
仙
北
郡
協
和
町
上
淀

川
」
を
「
大
仙
市
協
和
上
淀
川
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
表
秋
田
県
果
樹
試
験
場
天
王
分
場
の
項
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
鶴
沼

台
」
を
「
潟
上
市
天
王
字
鶴
沼
台
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
三
の
表
中
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
龍
毛
」
を
「
潟
上
市
昭
和
豊
川
竜
毛
」
に

改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
の
表
中
「
仙
北
郡
神
岡
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
条
の
表
秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門
校
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」

に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
大
曲
技
術
専
門
校
の
項
中
「
大
曲
市
住
吉
町
」
を
「
大
仙
市
大
曲
住
吉

町
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
三
条
の
表
秋
田
県
南
部
流
域
下
水
道
事
務
所
の
項
中
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」
に

改
め
る
。

第
二
百
四
十
一
条
の
表
秋
田
県
大
館
能
代
空
港
管
理
事
務
所
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を

「
北
秋
田
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
表

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
号

県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
秋
田
県
規
則

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
号
（八）
ウ
中
「
小
型
球
形
ウ
イ
ル
ス
検
査
」
を
「
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検
査
」
に
改
め
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（九）

細
菌
等
の
遺
伝
子
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
　
　
三
、
五
〇
〇
円

別
表
第
九
号
（一）
中
「
（
平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
七
十
三
号
）
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
四
号

秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
登
記
事
項
証
明
書

第
二
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
三
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
手
数
料
の
徴
収
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
委
託
手
数
料
の
額
の
決
定
に
関
す
る
事
項

三
　
委
託
手
数
料
の
額
の
周
知
に
関
す
る
事
項

第
九
条
の
二
中
「
第
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

「

第
十
六
条
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

２

第
三
条

条
例
第
三
条
第
七
号

条
例
第
二
十
三
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
三
条
第
七
号

第
三
条
第
一
項

第
三
条
第
二
項

条
例
第
三
条
第
四
号

条
例
第
三
条
第
八
号

条
例
第
二
十
三
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
三
条
第
四
号

条
例
第
二
十
三
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る
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に
、
「
第
十
四
条
の
二

」

第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
に
第
一
項
と
し
て
一
項
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
第
十

六
条
の
表
の
改
正
規
定
（
「
第
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
号

改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
合
格
証
書
を
失
い
、
又
は
損
傷
し
た
者
に
係
る

合
格
証
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
み
つ
ば
ち
転
飼
調
整
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
号

秋
田
県
み
つ
ば
ち
転
飼
調
整
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

秋
田
県
み
つ
ば
ち
転
飼
調
整
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
号

林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
八
号

秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条

を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
九
号

秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
秋
田
県
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
セ
ン
タ
ー
の
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
を
「
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

の
長
（
以
下
「
所
長
」
に
改
め
る
。

３

四
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
三
条
第
八
号

第
三
条
第
一
項

第
三
条
第
二
項

条
例
第
三
条
第
四
号

条
例
第
三
条
第
八
号

条
例
第
二
十
三
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
三
条
第
四
号

条
例
第
二
十
三
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
三
条
第
八
号
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第
三
条
第
二
項
中
「
管
理
者
」
を
「
所
長
」
に
、
「
の
承
認
を
得
て
」
を
「
に
届
け
出
て
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
者
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
、
管
理
者
を
経
由
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
所
長
に
提
出

し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
の
許
可
の
取
消
し
等
の
事
務
の
委
任
）

第
五
条

知
事
は
、
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
許
可
の
取
消
し
等
の
事
務
を
所
長
に
委
任

す
る
。

第
七
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
、
管
理
者
」
を

「
所
長
」
に
、「
、
知
事
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
管
理
者
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「
秋
田
県
知
事
」
を
「
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
電
話
」
を

「
電
話
番
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「
電
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、
「
第
４
条
」
を
「
第
５
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
号

秋
田
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
六
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第

十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
一
号

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
商
業
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
商
業
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項

証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
東
京
航
空
局
秋
田
空
港
出
張
所
長
」
を
「
東
京
航
空
局
秋
田
空
港
・

航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
「
大
館
市
」
の
下

に
「
、
北
秋
田
市
」
を
加
え
、
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
仙
北
郡
仙
北
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

４

秋
田
県
知
事
　
　
　
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
　
　
　
　
電
話

電
話
番
号

電
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
第
４
条
　
　
　
第
５
条

教

育

委

員

会

規

則
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
十
三
の
一
級
地
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
指
定
）
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
一
級
地
（
平
成
二
年
一
月
一
日
指
定
）
の

」

」

項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
由
利
郡
大
内
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改

「

「

め
、
同
表
一
級
地
（
平
成
八
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　

」

に
改
め
、
同
表
一
級
地
（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
中
「
仙

」

北
郡
協
和
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
、
同
表
二
級
地
（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
中

「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
」
を
「
湯
沢
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
三
平
成
八
年
一
月
一
日
指
定
の
項
中
「
仙
北
郡
協
和
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
改

「

「

め
、
同
表
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　

」

「

「

に
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

」

め
、
同
表
平
成
十
四
年
四
月
一
日
指
定
の
項
中
「
由
利
郡
東
由
利
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め

る
。別

表
第
十
三
の
五
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
の
項
中
「
北
秋
田
郡
合
川
町
」
を
「
北
秋
田
市
」

に
、
「
仙
北
郡
南
外
村
」
を
「
大
仙
市
」
に
、
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
」
を
「
湯
沢
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

５

由
利
郡
鳥
海
町

〃
　
　
〃

仙
北
郡
協
和
町

北
秋
田
郡
阿
仁
町

〃
　
　
　
上
小
阿
仁
村

由
利
郡
東
由
利
町

仙
北
郡
西
仙
北
町

由
利
本
荘

大
仙
市

市

北
秋
田
市

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村

由
利
本
荘
市

〃大
仙
市

由
利
郡
東
由
利
町

仙
北
郡
西
仙
北
町

由
利
郡
大
内
町

〃
　
　
東
由
利
町

〃
　
　
鳥
海
町

仙
北
郡
西
仙
北
町

由
利
本
荘
市

〃〃大
仙
市

由
利
本
荘

大
仙
市

鷹
巣
町

比
内
町

森
吉
町

阿
仁
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

8
0

4
3

4
7

2
1

2
8

1
8

1
7

7251312

2101100

7251312

9
6

4
8

5
7

2
4

3
5

2
0

2
1



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

に
、

」
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
「

に
、

」
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
「

６

北
秋
田
市

比
内
町

田
代
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
6
0

8
6

4
7

2
1

4
0

1
7

1
655151

320110

1
655142

1
9
5

9
8

5
7

2
4

5
0

2
0

森
吉
町

阿
仁
町

田
代
町

合
川
町

中小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

2
8

1
8

1
7

1
0

4
0

1
7

3
5

1
5

31215141

10011000

31214241

3
5

2
0

2
1

1
3

5
0

2
0

4
3

1
7

男

男
　
鹿
　
市

鹿
　
市

小
〃

中
〃

9
6

6
5

94

13

94

1
1
5

7
6

小
〃

中
〃

1
2
6

8
7

1
26

23

1
26

1
5
2

1
0
2

八
郎
潟
町

若
美
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
7

1
4

3
0

2
2

1132

1010

1132

2
0

1
6

3
7

2
6

八
郎
潟
町

小
〃

中
〃

本
荘
市

小
〃

中
〃

1
3
9

8
2

由
利
本
荘
市

小
〃

中
〃

2
9
9

1
9
8

2
1

1
1

矢
島
町

岩
城
町

由
利
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
6

1
6

2
3

1
3

1
7

1
4

112111

101010

1
7

1
4

11

10

11

2
0

1
6

83

42

95

1
6
0

9
2

矢
島
町

小
〃

中
〃

小
〃

1
6

1
6

2
3

112

101

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

「

に
、

」
「

を
　
　
　
　
　
　
　

」
「

小
〃

中
〃

1
2
6

8
7

1
26

23

1
26

1
5
2

1
0
2

八
郎
潟
町

若
美
町

小
〃

中
〃

小
〃

中



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

岩
城
町

由
利
町

大
内
町

西
目
町

鳥
海
町

東
由
利
町

大
曲
市

神
岡
町

西
仙
北
町

小中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
3

1
7

1
4

3
5

2
9

1
7

1
6

3
1

1
6

2
1

1
2

1
2
2

6
8

2
4

1
4

4
1

2
5

11132113121942142

01010100101301010 中
〃

94

2
2

1
3

3
5
1

2
2
6

11

1
9

1
8

11211132113121

1
042142

1
9

1
8

2
8

1
5

2
0

1
6

4
2

3
3

2
0

1
8

3
7

1
9

2
5

1
5

1
4
4

7
6

2
9

1
6

5
0

2
9

大
仙
市

小
〃

中
〃

3
5
6

1
9
6

3
2

1
3

73

3
3

1
3



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

」
「

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」
「

「
を
　
　
　
　

８

2
2
9

4
2
8

2
2
5

田
沢
湖
町

小
〃

中
〃

3
5

2
6

22

10

22

4
0

3
0

湯羽東

湯
沢
市

稲
川
町

雄
勝
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

1
2
8

7
3

4
3

1
9

4
7

1
9

9
1

9441519

3001011

9441518

1
4
9

8
1

5
1

2
2

5
7

2
2

1
0
9

湯羽

湯
沢
市

稲
川
町

雄
勝
町

羽
後
町

東
成
瀬
村

皆
瀬
村

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

1
2
8

7
3

4
3

1
9

4
7

1
9

9
1

4
9

1
1

1
1

2
0

94415193112

30010110010

94415183112

1
4
9

8
1

5
1

2
2

5
7

2
2

1
0
9

5
5

1
3

1
4

2
4

中
仙
町

田
沢
湖
町

協
和
町

太
田
町

南
外
村

仙
北
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

4
6

2
5

3
5

2
6

4
8

1
8

3
0

1
9

2
0

1
2

2
5

1
5

422261312121

011010011001

422261312121

5
4

3
0

4
0

3
0

6
1

2
0

3
6

2
2

2
5

1
4

2
9

1
8



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
の
基
準
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

秋
田
県
市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
の
基
準
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
の
基
準
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
小
学
校
又
は
中
学
校
に
お
い
て
複
数
の
学
校
の
事

務
を
集
中
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
小
学
校
又
は
中
学
校
の
事
務
職
員
の
職
は
、
同
表
に
規

定
す
る
事
務
長
及
び
主
任
主
査
の
職
に
代
え
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
の
職
務

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
（一）
の
表
秋
田
県
立
本
荘
高
等
学
校
の
項
中
「
本
荘
市
出
戸
町
字
陣
場
岱
」
を
「
由
利
本
荘
市

陣
場
岱
」
に
改
め
、
同
表
湯
沢
高
等
学
校
の
項
中
「
雄
勝
郡
稲
川
町
」
を
「
湯
沢
市
稲
庭
町
」
に
改

め
、
同
表
秋
田
県
立
由
利
高
等
学
校
の
項
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田

県
立
大
曲
高
等
学
校
の
項
中
「
大
曲
市
栄
町
」
を
「
大
仙
市
大
曲
栄
町
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立

大
曲
農
業
高
等
学
校
の
項
中
「
大
曲
市
金
谷
町
」
を
「
大
仙
市
大
曲
金
谷
町
」
に
、
「
仙
北
郡
」
を

「
大
仙
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
西
目
高
等
学
校
の
項
中
「
由
利
郡
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に

改
め
、
同
表
秋
田
県
立
米
内
沢
高
等
学
校
の
項
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改

め
、
同
表
秋
田
県
立
鷹
巣
農
林
高
等
学
校
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改

め
、
同
表
秋
田
県
立
矢
島
高
等
学
校
の
項
中
「
由
利
郡
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田

県
立
大
曲
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
大
曲
市
若
葉
町
」
を
「
大
仙
市
大
曲
若
葉
町
」
に
改
め
、
同
表

秋
田
県
立
由
利
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立

西
仙
北
高
等
学
校
の
項
中
「
仙
北
郡
西
仙
北
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
鷹
巣
高

等
学
校
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
雄
勝
高
等
学
校

９

羽
後
町

東
成
瀬
村

皆
瀬
村

小中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

4
9

1
1

1
1

2
0

1
1

31121

00101

31121

5
5

1
3

1
4

2
4

1
4

東

沢
　
市

後
　
町

成
瀬
村

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

2
3
8

1
2
2

9
1

4
9

1
1

1
1

2
079311

331001

2
078311

2
8
1

1
3
9

1
0
9

5
5

1
3

1
4

職

統

括

事

務

長

統
括
事
務
長
補
佐

職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
務

校
長
の
監
督
を
受
け
て
、
庶
務
及
び
会
計
を
統
括
し
、
他
の
事
務
職
員

を
監
督
す
る
。

統
括
事
務
長
を
補
佐
し
、
統
括
事
務
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
統
括

事
務
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

皆
瀬
村

中
〃

1
1

1
1

1
1
4



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

の
項
中
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
」
を
「
湯
沢
市
」
に
改
め
、
別
表
（二）
の
表
秋
田
県
立
本
荘
高
等
学
校
の
項

中
「
本
荘
市
出
戸
町
字
陣
場
岱
」
を
「
由
利
本
荘
市
陣
場
岱
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
秋
田
県
立
横
手
清
陵
学
院
中
学
校
の
項
中
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
、
大
館
市
」
の
下
に
「
、
北
秋
田
市
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
秋
田
県
立
比
内
養
護
学
校
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
同
表

秋
田
県
立
ゆ
り
養
護
学
校
の
項
中
「
本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
」
を
「
由
利
本
荘
市
水
林
」
に
改
め
、

同
表
秋
田
県
立
大
曲
養
護
学
校
の
項
中
「
大
曲
市
」
を
「
大
仙
市
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
稲
川

養
護
学
校
の
項
中
「
雄
勝
郡
稲
川
町
八
面
字
寺
下
谷
地
」
を
「
湯
沢
市
駒
形
町
字
八
面
寺
下
谷
地
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
警
察
鷹
巣
警
察
署
の
項
及
び
五
城
目
警
察
署
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

第
二
条

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
警
察
鷹
巣
警
察
署
の
項
中
「
鷹
巣
警
察
署
」
を
「
北
秋
田
警
察
署
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
察
森
吉
警
察

」

」

「

署
の
項
を
削
り
、
同
表
警
察
五
城
目
警
察
署
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、
同
表
警
察
本
荘
警
察
署
の
項
中
「
本
荘
警
察

」
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署
」
を
「
由
利
本
荘
警
察
署
」
に
改
め
、
同
表
警
察
矢
島
警
察
署
の
項
を
削
り
、
同
表
警
察
大
曲

警
察
署
の
項
中
「
大
曲
警
察
署
」
を
「
大
仙
警
察
署
」
に
改
め
、
同
表
警
察
増
田
警
察
署
の
項
を

削
る
。附

　
則

１

こ
の
規
則
中
第
一
条
及
び
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
三

月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
級
地
の
項
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
同
表
一
級
地

の
項
中
「
仙
北
郡
協
和
町
船
岡
」
を
「
大
仙
市
協
和
船
岡
」
に
、
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
」
を
「
湯
沢

市
」
に
、
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
中
村
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁
中
村
」
に
、
「
由
利
郡
」
を
「
由
利

本
荘
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
川
向
字
小
貝
淵
」
を
「
湯
沢
市
皆
瀬
字
小
貝
渕
」
に
、
「
北
秋

田
郡
阿
仁
町
幸
屋
渡
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
」
に
改
め
る
。

第
二
条

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

大
館
警
察
署
大
葛
警
察
　
北
秋
田
郡
比
内
町
大
葛
字
大

官
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
葛
四
四
の
一
　
　
　
　
　
　

矢
島
警
察
署
笹
子
警
察
　
由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
笹
子

官
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
字
下
野
四
の
二
　
　
　
　
　

湯
沢
警
察
署
田
代
警
察
　
雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
畑
中

別
表
第
一
の
一
級
地
の
項
中

官
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
七
五
の
五
　
　
　
　
　
　
　

湯
沢
警
察
署
仙
道
警
察
　
雄
勝
郡
羽
後
町
中
仙
道
字
堀

官
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
内
七
一
の
四
　
　
　
　
　
　

湯
沢
警
察
署
湯
ノ
岱
警
　
湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
山
居
野
二

察
官
駐
在
所
　
　
　
　
　
の
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

由
利
本
荘
警
察
署
笹
子
　
由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
笹
子

警
察
官
駐
在
所
　
　
　
　
字
下
野
四
の
二

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

湯
沢
警
察
署
高
瀬
警
察
　
雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
畑
中

官
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
七
五
の
五
　
　
　
　
　
　
　

」

別
表
第
二
中
「
森
吉
警
察
署
幸
屋
渡
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
北
秋
田
警
察
署
幸
屋
渡
警
察
官
駐

在
所
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十

五
年
三
月
三
十
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
、
保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家
及
び
湯
沢
警
察
署
湯
の
岱
警
察
官
駐
在
所
」
を

「
及
び
保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
増
田
警
察
署
皆
瀬
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
湯
沢
警
察
署
皆
瀬
警

察
官
駐
在
所
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定

は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
条
第
七
項
」
を
「
第
八
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
三
月
」
を
「
六
月
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）
第
五

十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
〇
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い

て
の
不
服
申
立
て
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
が
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
満
了
す

る
再
審
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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